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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　販売対象の製品を出品登録するためのクラウドソーシングによるカタログを採用するた
めの方法であって、
　多数の個人が、前記クラウドソーシングによる製品カタログ内に、それぞれ製品に対応
している、構造化された多言語のカタログ記載事項を生成することを可能にすることと、
　前記製品に対して確立された価格および好ましいインターネットのマーケットプレイス
の内の少なくとも１つを自動的に確認することと、
　前記販売対象の製品を出品登録するために、前記確立された価格および前記好ましいマ
ーケットプレイスの内の少なくとも１つを多数の個人のいずれかに自動的に推奨すること
と、
を含む、前記販売対象の製品を出品登録するためのクラウドソーシングによるカタログを
採用するための方法。
【請求項２】
　多数の個人が販売対象の製品を出品登録するために前記カタログ記載事項を採用するこ
とを可能にすることと、
　前記販売対象の製品に対する確立された価格および好ましいインターネットのマーケッ
トプレイスの内の少なくとも１つを自動的に確認することと、
　前記販売対象の製品を、前記確認した価格の内の少なくとも１つで、前記好ましい購入
者の内の少なくとも１人に、前記好ましいマーケットプレイスの内の少なくとも１つ内で
自動的に出品登録することと、
をさらに含む、請求項１に記載の販売対象の製品を出品登録するためのクラウドソーシン
グによるカタログを採用するための方法。
【請求項３】
　多数の個人が販売対象の製品を出品登録するために前記カタログ記載事項を採用するこ
とを可能にすることと、
　前記製品に対して確立された価格、好ましい購入者、および好ましいインターネットの
マーケットプレイスの内の少なくとも１つを自動的に確認することと、
　前記販売対象の製品を出品登録するために、前記確立された価格、好ましい購入者、お
よび前記好ましいマーケットプレイスの内の少なくとも１つを前記多数の個人に自動的に
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推奨することと、
をさらに含む、請求項１または請求項２に記載の販売対象の製品を出品登録するためのク
ラウドソーシングによるカタログを採用するための方法。
【請求項４】
　前記カタログ記載事項に対応し、かつ多数のコンピュータ化されたマーケットプレイス
に亘る多数の製品のいずれかに関連する製品の入手可能性に関するアラートを、多数の個
人のいずれかが要求しかつ受信することを可能にすることと、
　前記多数のコンピュータ化されたマーケットプレイスに亘る前記製品に対する許容可能
な価格を自動的に確認することと、
　製品の入手可能性に関するアラートが、事前に確認した前記製品に対する許容可能な価
格を超えない価格を有する製品の入手可能性を示す場合は、自動的に購入処理を実行する
ことと、
をさらに含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の販売対象の製品を出品登録するため
のクラウドソーシングによるカタログを採用するための方法。
【請求項５】
　前記カタログ記載事項に対応し、かつ多数のコンピュータ化されたマーケットプレイス
に亘る多数の製品のいずれかに関連する製品の需要に関するアラートを、多数の個人のい
ずれかが要求しかつ受信することを可能にすることと、
　前記多数のコンピュータ化されたマーケットプレイスに亘る前記製品に対する好ましい
購入者および許容可能な価格の内の少なくとも１つを自動的に確認することと、
　前記製品の内の少なくとも１つに対する購入処理を自動的に実行することであって、
　　製品の需要に関するアラートが、事前に確認した前記製品に対する許容可能な価格以
上の価格における前記製品に対する需要を示す場合と、
　　事前に規定された基準に合致する前記製品の購入者が特定される場合の内の少なくと
も１つである場合に実行することと、
をさらに含む、請求項１～４のいずれか１項に記載の販売対象の製品を出品登録するため
のクラウドソーシングによるカタログを採用するための方法。
【請求項６】
　前記カタログ記載事項に対応する多数の製品のいずれかに関連する製品の需要に関する
アラートを、多数の個人のいずれかが要求しかつ受信することを可能にすることと、
　多数のコンピュータ化されたマーケットプレイスおよび通信チャンネルの内の少なくと
も１つを介して前記製品の需要に関するアラートを発信することと、
　前記多数のコンピュータ化されたマーケットプレイスおよび通信チャンネルの内の少な
くとも１つを介して、前記多数の個人のいずれかが前記製品の需要に関するアラートに応
答することを可能にすることと、
をさらに含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の販売対象の製品を出品登録するため
のクラウドソーシングによるカタログを採用するための方法。
【請求項７】
　前記多数の個人のいずれかが前記製品の需要に関するアラートに応答することを可能に
することは、
　　需要のある販売対象の製品を出品登録すること、
　　需要のある製品のカタログを生成すること、および、
　　需要のある製品の販売を実行すること、
の内の少なくとも１つを含む、請求項６に記載の販売対象の製品を出品登録するためのク
ラウドソーシングによるカタログを採用するための方法。
【請求項８】
　それぞれが製品に対応している前記カタログ記載事項は、
　　販売対象の製品の新たな出品登録、
　　新たなカタログ記載事項、
　　製品購入の要求、
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　　製品情報に対する要求、
　　コレクタのカタログ、
　　より大きなカタログの一部を構成するサブカタログ、
　　情報の投稿、
　　製品の需要の最新情報の受信の要求、および、
　　製品の入手可能性の最新情報
の内の少なくとも１つを生成するために採用されるように構成されている、請求項１～７
のいずれか１項に記載の販売対象の製品を出品登録するためのクラウドソーシングによる
カタログを採用するための方法。
【請求項９】
　それぞれが製品に対応している前記カタログ記載事項は、
　　販売対象の製品の新たな出品登録、
　　新たなカタログ記載事項、
　　製品購入の要求、
　　製品情報に対する要求、
　　コレクタのカタログ、
　　より大きなカタログの一部を構成するサブカタログ、
　　情報の投稿、
　　製品の需要の最新情報の受信の要求、および、
　　製品の入手可能性の最新情報
の内の少なくとも２つを生成するために採用されるように構成されている、請求項１～８
のいずれか１項に記載の販売対象の製品を出品登録するためのクラウドソーシングによる
カタログを採用するための方法。
【請求項１０】
　前記カタログ記載事項は、
　　販売対象の製品の新たな出品登録、
　　新たなカタログ記載事項、
　　製品購入の要求、
　　製品情報に対する要求、
　　コレクタのカタログ、
　　より大きなカタログの一部を構成するサブカタログ、
　　製品情報に対する要求、
　　情報の投稿、
　　製品の需要の最新情報の要求、および、
　　製品の入手可能性の最新情報
の内の少なくとも３つを生成するために使用される、請求項１～９のいずれか１項に記載
の販売対象の製品を出品登録するためのクラウドソーシングによるカタログを採用するた
めの方法。
【請求項１１】
　販売対象の製品を出品登録するためのクラウドソーシングによるカタログを採用するた
めのシステムであって、
　多数の個人が、前記クラウドソーシングによる製品カタログ内に、それぞれ製品に対応
している、構造化された多言語のカタログ記載事項を生成することを可能にするように動
作可能なクラウドソーシングによる製品カタログ記載事項生成機能と、
　前記製品に対して確立された価格および好ましいインターネットのマーケットプレイス
の内の少なくとも１つを自動的に確認するように動作可能なコンピュータ化された市場価
格およびマーケットプレイスの確認機能と、
　前記販売対象の製品を出品登録するために、前記確立された価格および前記好ましいマ
ーケットプレイスの内の少なくとも１つを多数の個人のいずれかに自動的に推奨するよう
に動作可能なコンピュータ化された推奨生成機能と、
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を含む、前記販売対象の製品を出品登録するためのクラウドソーシングによるカタログを
採用するためのシステム。
【請求項１２】
　前記カタログ記載事項に対応する製品に対して確立された価格、好ましい購入者、およ
び好ましいインターネットのマーケットプレイスの内の少なくとも１つを自動的に確認す
るように動作可能なコンピュータ化された市場価格およびマーケットプレイスの確認機能
と、
　前記販売対象の製品を前記確認した価格の内の少なくとも１つで、前記好ましいマーケ
ットプレイスの内の少なくとも１つにおいて自動的に出品登録することの内の少なくとも
１つを行うように動作可能なコンピュータ化されたリスト生成機能と、
をさらに含む、請求項１１に記載の販売対象の製品を出品登録するためのクラウドソーシ
ングによるカタログを採用するためのシステム。
【請求項１３】
　製品に対応する前記クラウドソーシングによる製品カタログのあらゆるカタログ記載事
項を多数の個人のいずれかが採用することを可能にするように動作可能なカタログ記載事
項利用機能であって、
　　前記製品の購入、
　　前記製品の検索、
　　前記製品に関連する需要に関するアラートの受信、および、
　　多数のマーケットプレイスに亘る製品の入手可能性に関するアラートの受信の内の少
なくとも１つのための前記カタログ記載事項利用機能と、
　前記各製品に対する確立された価格および好ましいインターネットのマーケットプレイ
スの内の少なくとも１つを自動的に確認するように動作可能なコンピュータ化された価格
／マーケットプレイスの確認機能と、
　前記確立された価格および好ましいマーケットプレイスの内の少なくとも１つについて
、前記多数の個人のいずれかに対して自動的に、前記多数のマーケットプレイスに亘る推
奨を行うように動作可能なコンピュータ化された推奨生成機能であって、
　　前記製品の購入、
　　前記製品の検索、
　　前記製品に関連する需要に関するアラートの受信、および、
　　前記製品に関連する需要に関するアラートの受信
の内の少なくとも１つのための前記推奨生成機能と、
をさらに含む、請求項１１または請求項１２に記載の販売対象の製品を出品登録するため
のクラウドソーシングによるカタログを採用するためのシステム。
【請求項１４】
　前記カタログ記載事項に対応し、かつ多数のコンピュータ化されたマーケットプレイス
に亘る多数の製品のいずれかに関連する製品の入手可能性に関するアラートを、多数の個
人のいずれかが要求しかつ受信することを可能にするように動作可能な製品の入手可能性
に関するアラート生成機能と、
　多数のコンピュータ化されたマーケットプレイスに亘る前記製品に対する許容可能な価
格を自動的に確認するように動作可能なコンピュータ化された価格の確認機能と、
　製品の入手可能性に関するアラートが、事前に確認した前記製品に対する許容可能な価
格を超えない価格における購入に対する前記製品の入手可能性を示す場合、前記製品の内
の少なくとも１つに対する購入処理を自動的に実行するように動作可能なコンピュータ化
された購入機能と、
をさらに含む、請求項１１～１３のいずれか１項に記載の販売対象の製品を出品登録する
ためのクラウドソーシングによるカタログを採用するためのシステム。
【請求項１５】
　前記カタログ記載事項に対応し、かつ多数のコンピュータ化されたマーケットプレイス
に亘る多数の製品のいずれかに関連する製品の需要に関するアラートを、多数の個人のい
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ずれかが要求しかつ受信することを可能にするように動作可能な製品の需要に関するアラ
ート生成機能と、
　前記多数のコンピュータ化されたマーケットプレイスに亘る前記製品に対する好ましい
購入者および許容可能な価格の内の少なくとも１つを自動的に確認するように動作可能な
コンピュータ化された価格／好ましい購入者の確認機能と、
　前記製品の内の少なくとも１つに対する購入処理を自動的に実行するように動作可能な
コンピュータ化された購入機能であって、
　　製品の需要に関するアラートが、事前に確認した前記製品に対する許容可能な価格以
上の価格における前記製品に対する需要を示す場合、および、
　　事前に規定された基準に合致する前記製品の好ましい購入者が特定される場合
の内の少なくとも１つである場合に動作可能な前記購入機能と、
をさらに含む、請求項１１～１４のいずれか１項に記載の販売対象の製品を出品登録する
ためのクラウドソーシングによるカタログを採用するためのシステム。
【請求項１６】
　前記カタログ記載事項に対応する多数の製品のいずれかに関連する製品の需要に関する
アラートを、多数の個人のいずれかが要求しかつ受信することを可能にするように動作可
能なコンピュータ化された製品の需要に関するアラート生成機能と、
　多数のコンピュータ化されたマーケットプレイスおよび通信チャンネルの内の少なくと
も１つを介して前記製品の需要に関するアラートを発信するように動作可能なコンピュー
タ化された製品の需要に関するアラート発信機能と、
　前記多数の個人のいずれかが前記多数のコンピュータ化されたマーケットプレイスおよ
び通信チャンネルの内の少なくとも１つを介して前記製品の需要に関するアラートに応答
することを可能にするように動作可能なコンピュータ化された製品の需要に関するアラー
ト利用機能と、
をさらに含む、請求項１１～１５のいずれか１項に記載の販売対象の製品を出品登録する
ためのクラウドソーシングによるカタログを採用するためのシステム。
【請求項１７】
　前記多数の個人のいずれかが前記製品の需要に関するアラートに応答することを可能に
することは、
　　需要のある販売対象の製品を出品登録すること、
　　需要のある製品のカタログを生成すること、および、
　　需要のある製品の販売を実行すること、
の内の少なくとも１つを含む、請求項１６に記載の販売対象の製品を出品登録するための
クラウドソーシングによるカタログを採用するためのシステム。
【請求項１８】
　それぞれが製品に対応している前記カタログ記載事項は、
　　販売対象の製品の新たな出品登録、
　　新たなカタログ記載事項、
　　製品購入の要求、
　　製品情報に対する要求、
　　コレクタのカタログ、
　　より大きなカタログの一部を構成するサブカタログ、
　　情報の投稿、
　　製品の需要の最新情報の受信の要求、および、
　　製品の入手可能性の最新情報
の内の少なくとも１つを生成するために採用されるように構成されている、請求項１１～
１７のいずれか１項に記載の販売対象の製品を出品登録するためのクラウドソーシングに
よるカタログを採用するためのシステム。
【請求項１９】
　それぞれが製品に対応している前記カタログ記載事項は、
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　　販売対象の製品の新たな出品登録、
　　新たなカタログ記載事項、
　　製品購入の要求、
　　製品情報に対する要求、
　　コレクタのカタログ、
　　より大きなカタログの一部を構成するサブカタログ、
　　情報の投稿、
　　製品の需要の最新情報の受信の要求、および、
　　製品の入手可能性の最新情報
の内の少なくとも２つを生成するために採用されるように構成されている、請求項１１～
１８のいずれか１項に記載の販売対象の製品を出品登録するためのクラウドソーシングに
よるカタログを採用するためのシステム。
【請求項２０】
　それぞれが製品に対応している前記カタログ記載事項は、
　　販売対象の製品の新たな出品登録、
　　新たなカタログ記載事項、
　　製品購入の要求、
　　製品情報に対する要求、
　　コレクタのカタログ、
　　より大きなカタログの一部を構成するサブカタログ、
　　情報の投稿、
　　製品の需要の最新情報の受信の要求、および、
　　製品の入手可能性の最新情報
の内の少なくとも３つを生成するために採用されるように構成されている、請求項１１～
１９のいずれか１項に記載の販売対象の製品を出品登録するためのクラウドソーシングに
よるカタログを採用するためのシステム。
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